
青森県立青森高等技術専門校 

 

令和６年度追加試験要項 

 

1. 日程及び会場 

出願書類受付期間 令和５年１２月１１日（月）～令和６年２月７日（水） 

試験日 令和６年２月１６日（金） 

試験会場 青森県立青森高等技術専門校 

合格発表 令和６年２月２２日（木） 

※なお、推薦試験及び一般試験で定員に達した訓練科は追加試験を実施しません。 

 

2. 出願書類提出先及び提出方法 

出願書類提出先 〒０３０－０１２２ 

青森県青森市大字野尻字今田４３－１ 

青森高等技術専門校 

提出方法 【郵送する場合】 

受付期間最終日の２月１６日の消印のあるものまでを受付します。

封筒に入校願書在中と朱書きして、書留又は簡易書留で送付して

ください。 

【持参する場合】 

平日の午前８時３０分から午後５時１５分までが受付時間となりま

す。高等学校を令和６年３月に卒業見込の方は、青森高等技術専門

校へ提出してください。 

それ以外の方は、最寄りの公共職業安定所に提出してください。 

 

3. 訓練科名及び募集定員 

訓練科名 訓練期間 募集人員 備考 

電気設備施工科 ２年間 定員から推薦試験と

一般試験の合格者を

除いた人数 

 

定員は各科２０名 

土木施工管理・測量科 

 

  



4. 応募資格 

① 令和６年３月に学校教育法による高等学校を卒業する見込みの方 

② 上記以外の方 

公共職業安定所に求職申込みをしており、公共職業安定所の受講指示、受講推薦又

は支援指示を受けられる見込みの方、かつ、学校教育法による高等学校卒業者又は

これと同等以上の学力を有する方。 

  

5. 出願書類 

以下の書類を取りまとめ、提出してください。 

提出書類等 摘要 

① 入校願書 ３か月以内に撮影した写真を貼付してください。 

（正面上半身、脱帽、縦３０mm×横２４mm） 

入校試験料として、２，２００円分の青森県収入証紙を指定の位置

に貼付してください。また、消印はしないでください。 

② 身体検査書 所定の様式により提出してください。 

（令和６年３月に高等学校卒業見込みの方は、在学校で実施した定

期健康診断書等の写しを、それ以外の方は 6 カ月以内の健康診断

書若しくは人間ドック結果通知書等の写しを、身体検査書に代える

ことができます。） 

③  進学用調査書 

又は成績証明書 

学校長が証明し、厳封したものに限ります。 

（高等学校を卒業されている方及び令和６年３月に高等学校を卒

業見込みの方は、進学用調査書又は成績証明書を提出してくださ

い。提出ができない場合は卒業証明書若しくは、高等学校卒業者

と同等以上の学力を有することを証明する書類を提出してくださ

い。） 

④ 受験票 太枠内に必要事項を記入してください。下段の二次志望調査書

は、一般試験及び追加試験を受験する方のみ対象です。説明をよ

く読んで必要事項を記入してください。 

受験票は、入校願書を受理した後、出願者に郵送します。 

⑤ 切手 受験票返信用の切手８４円分を同封してください。 

返信用封筒は不要です。 

※提出された書類及び入校試験料は、いかなる理由があっても返還しません。 

※入校願書、身体検査書、受験票の各様式は、青森高等技術専門校のホームページ「受験希望

の方へ」からダウンロードできます。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/ao-gisen/koukousei.html 

 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/ao-gisen/koukousei.html


6. 試験内容 

適性試験、人物考査（面接）により選考します。 

 

7. 開示請求 

青森県個人情報保護条例に基づき、試験結果について、次の通り口頭による開示請求を

行うことができます。但し、本人であることを証明する運転免許証や学生証等の身分証明

書の提出が必要です。 

（1）請求期間 

合格発表日から１ヶ月間 

（２）受付時間 

午前８時３０分から正午まで、及び午後１時から午後５時１５分まで受付します。なお、

土日、祝祭日は受付できません。 

（３）請求方法 

受験票を提示して、開示請求をしてください。なお、開示請求できる方は、受験生本

人又は法定代理人に限ります。 

（４）開示内容 

面接評価による順位 

 

8. お問合せ先 

青森県立青森高等技術専門校 訓練課 

〒０３０－０１２２  青森県青森市大字野尻字今田４３－１ 

TEL ０１７－７３８－５７２７ FAX ０１７－７３８－５００４ 

 

 


